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研究要旨：効率的な特定行為に係る看護師の研修（以下，特定行為研修）の修了者養成に資す

る研修提供体制について探索的に調査・検討を行い，その推進に向けた示唆を得ることを目的

とした．研究目的を達成するために，分担研究 1として「指定研修機関の研修体制の実態調

査」を，分担研究 2として，「特定行為研修を組み込んでいる認定看護師教育機関及び開講を検

討・計画している教育機関の研修体制の実態と効率的な養成に資する研修提供体制の調査」を

行った． 

研究 1 

全国の指定研修機関 191機関（2020 年 2月現在）に対し，研修機関の概要，実施している特

定行為区分，受講者定員数ならびに応募数，年間修了者数，年間の研修実施回数，外部所属の

受講者の受け入れ状況，症例数確保や研修受講者確保の工夫，研修運営上のコストに関する工

夫等を Web上で無記名の質問紙調査を実施した．特定行為研修の実施状況においては，研修修

了までの受講期間は「6ヶ月以上 1年未満」もしくは「1年以上 1年半未満」である指定研修期

間が 8割以上であった．年間の受講者の募集回数は年 1回の施設が 7割を占める一方で，2割が

複数回募集しており，受講者の受講スケジュールに合わせたバリエーションのある教育設計や

研修運営が求められていた．また，総受講者実数の平均は 12.7名で，各年度の募集定員は年々

増加し，2019年度以降は募集定員に応募数が近似してきた．当該指定研修期間以外に所属する

受講者を受け入れている指定研修機関は 43施設（65.2％）で，受け入れている受講者数は，10

人以下が 7割から 9割弱であった．その他，研修修了に必要な症例数確保の難しさが研修運営

上の課題として複数の質問の回答として挙げられた．また，指定研修機関の研修体制の実態で

は，専従のスタッフ（教育・調整担当）は 0.7名，専任の研修指導者（正規）の平均雇用者数

は 3.6名，専任の研修指導者（定期雇用）の平均雇用者数は 0.2名であった．また，専従・専

任の研修指導者（正規）は，教育・指導だけでなく，メンタリング，トラブル対応，特定行為

研修に関連した申請書類や報告書の作成まで多岐にわたる業務を担っていた．さらに，指導者

だけでなく事務職員も人員不足な状況や事務業務以外の教育内容にも従事していた．当該指定

研修機関以外の受講者の受け入れに関しては，「指導体制の構築」に重点を置き，受け入れの可

否を検討していることから，指導体制の安定化につながる支援が重要であると考える．また，

協力施設の有無にも，指導体制の構築上の課題が影響していることが推察され，研修指導・教

育の質の担保のための支援は急務である．さらに，研修指導者や事務職員は，受講者数に対し

て少なく，また，指導者数に対して専従・専任は少なく，指導者・教員，事務職員の確保に対

して状況に合わせて選択的に活用できる財政的支援の検討が必要である． 

研究 2 

特定行為研修を組み込んでいる認定看護師教育機関（B課程）と B課程への移行を検討中の認

定看護師教育機関（A課程）の各 5機関に対して，認定看護分野ごとの運営体制・内容，教育目

標，開講してみての感想・意見・工夫などと，研修運営体制における人的・物的（空間的）・時

間的・経済的な側面から効率的だと考えられる点，受講者が研修を効率的に受講できるような

工夫点，運営における財務的問題などついて半構造化 Webインタビューを実施した．研修体制

の実態は，「多職種チームの中で看護学的根拠を基盤に最善のケアとして特定行為を実現できる

看護師の育成」「認定看護師の実践・実績を継承しつつ，特定行為と同時に修得できる魅力」「e

ラーニングを効果的・効率的に運用できる体制」「制約のある中でも最大限，研修生の成長と専

門性を高める実習方法」「実習施設の確保や協力を得るための工夫」「研修生の学習を促進する

教育方法の検討」「運用・財務面での効率化の検討」等の 12カテゴリが見出された．これらの 
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A. 研究目的 

わが国では，人口構造の変化とそれに伴

う医療需要の変化への対応が急務であり，

医療・介護分野でも生産性向上の必要性が

指摘されている．特に，医師の働き方改革

に関する検討会では，医師から看護師への

タスク・シフティング等の推進が提言さ

れ，特定行為研修修了者の活用への期待が

高まっている．2019 年 4月，現場での特

定行為研修修了者の活躍推進と受講負担の

軽減を目的に，制度が一部改正され，今

後，研修受講ニーズの加速度的な増加が見

込まれる． 

現在，研修修了者は約 2,000人であり，

厚生労働省が示す修了者数の目標値（2025

年までに 10 万人）との乖離は大きい．指

定研修機関は 46 都道府県に 222機関あ

り，施設種別では全研修機関のうち病院が

65％と最も多い．年間の総定員数は約

1700人，1施設あたりの定員数が 5人未満

の機関がほとんどである．また，病院等の

研修機関では，受講者を自施設所属の看護

師のみとしている機関も少なくない．こう

した限定的な養成体制は，目標に比して修

了者数が少ないことの一因として考えられ

ると同時に，今後，受講ニーズの増大に対

応できなくなる可能性を示唆する． 

一方で，年間 100人以上の養成規模の研

修機関や，外部受講者の受け入れに積極的

な機関等も存在し，中でも特徴的な指定研

修機関に，認定看護師の教育施設がある．

公益社団法人日本看護協会の資格である認

定看護師は現在約 2万人，年間 1200 人前

後が認定されている．日本看護協会は，認

定看護師の特定行為研修受講を進めるとと

もに，2020 年以降，認定看護師教育と特

定行為研修を一体的に行う方針を示してお

り，特定行為研修修了者数の増加への大き

な影響が予測される． 

研修修了者の効率的な養成に資する研修

体制として，定員数の多さや外部受講者の

受け入れ，他研修との連携等が考えられる

が，この場合，研修機関の運営上の負担が

指摘されている．村上らの報告（2018）か

ら，事務作業，人材確保，施設・設備の準

備等の負担や，実習での症例数の確保及び

実習場所の調整が困難であることなどが研

修機関の運営上の課題として挙がっている

が，修了者養成の効率性の観点からの知見

はこれまでない． 

そこで，本研究では，指定研修機関の研修

体制の実態把握とヒアリングを中心に，効

率的な修了者養成に資する研修提供体制に

ついて探索的に調査・検討を行い，その推

進に向けた示唆を得ることを目的として，

関係性から効率的な養成に資する研修提供体制として「多様な背景をもつ受講者の効率的な学

習の積み上げを考慮した学習支援」「効率的な eラーニングの効果的運用」「学習者のより効果

的・効率的な学習を可能とし，研修機関の強みを活かした実習の工夫」「研修機関や地域の強

み・資源の活用」「修了者の活動をフォローアップする継続的支援」が必要である． 

本調査結果等から，指定研修機関が効率的に研修修了者を輩出する研修提供体制を検討する

項目として，「受講者の多様性に合わせて，複雑で多種多様である研修計画に対応できる研修運

営や管理ができる指導者の確保や質の向上」，「協力施設の確保促進」，「運営費用の柔軟な運用

や事務処理業務の負担軽減に向けた支援」が挙げられ，「指導者の質の向上」においては，「多

様な背景をもつ受講者の効率的な学習の積み上げを考慮した学習支援」，「効率的な eラーニン

グの効果的運用」，「学習者のより効果的・効率的な学習を可能とし，研修機関の強みを活かし

た実習の工夫」，「研修機関や地域の強み・資源の活用」，「修了者の活動をフォローアップする

継続的支援」が修了者養成の効率性に関する項目を検討する際の一資料となると考える． 

 
研究分担者 

荒木 暁子 公益社団法人 日本看護協会 理事  

春山 早苗   自治医科大学看護学部 教授 

江角 伸吾  自治医科大学看護学部 講師 

八木 街子  自治医科大学看護学部 講師 

長谷川 直人 自治医科大学看護学部 准教授 
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分担研究 1として「指定研修機関の研修体

制の実態調査」を，分担研究 2として，

「特定行為研修を組み込んでいる認定看護

師教育機関及び開講を検討・計画している

教育機関の研修体制の実態と効率的な養成

に資する研修提供体制の調査」を行った． 

 

B. 研究方法 

１．分担研究 1：特定行為研修の効率的な

研修体制についての探索的研究；指定研修

機関の研修体制の実態調査 

2020年 2月現在，看護師の特定行為研

修を行う指定研修機関 191機関を対象に，

Web 上で無記名の質問紙調査を実施した．

質問紙については，協力を得られた研修責

任者等にヒアリングを行い，調査項目及び

回答氏の妥当性を確保した．Web 調査用の

サイトの作成は，Web 調査はマイボイスコ

ム株式会社に業務委託した． 

調査項目は，①研修機関の概要（施設種

別，規模，研修機関として指定された時期

等，受講期間，募集回数），②実施してい

る特定行為区分，②受講者定員数ならびに

応募数，③年間修了者数，修了率，④年間

の研修実施回数，⑤外部の施設に所属する

受講者の受け入れ状況（計画及び実績），

➅症例数確保のための工夫，⑦研修受講者

確保にあたっての工夫，⑧研修運営上のコ

ストに関する工夫とした． 

全調査項目に関して単純集計を実施し，

自由記述は記載内容の類似性に基づき整理

した． 

 調査期間は，2020 年 10 月 13 日～11月

19日とした． 

（倫理的配慮） 

 調査への協力依頼説明書に，調査の趣

旨，調査への協力の自由意思の保障，調査

の回答は無記名であり，個人や施設・団体

等は特定されないこと，回答は本研究の目

的以外に使用しないこと等を明記し，回答

肢の研究同意の確認が取れたもののみ対象

とした．Web調査を業務委託するマイボイ

スコム株式会社とは，情報管理ならびに守

秘義務について秘密保持契約を締結した．

なお，本研究は自治医科大学臨床研究等倫

理審査委員会の承認を得た（受付番号：臨

大 20-061）． 

 

２．分担研究 2：特定行為研修の効率的な

研修体制についての探索的研究；特定行為

研修を組み込んでいる認定看護師教育機関

及び開講を検討・計画している教育機関の

研修体制の実態と効率的な養成に資する研

修提供体制の調査  

 特定行為研修を組み込んでいる認定看護

師教育機関（B課程）5機関，開講を検

討・計画している教育機関（A課程）5機

関の 10機関を対象に，Web上での半構造

化インタビューを実施した． 

調査内容は，①対象教育機関ならびに対

象者の基本情報（所在地域，組織区分，特

定行為研修実施の有無・開設時期，認定看

護分野ごとの運営体制・内容など），B課

程の対象には②特定行為研修を組み込んだ

理由と，開講後の感想・意見・評価，特定

行為研修と認定看護師教育の連携の実際，

研修運営体制の効率的だと考えられる点，

研修を効率的に受講できるよう工夫してい

る点など，A課程の対象には③今後，特定

行為研修を組み込んだ B課程を開講したい

理由，特定行為研修を組み込むことで考え

られるメリット，特定行為研修と認定看護

師教育の連携の実際，研修運営体制の効率

的だと考えられる点，研修を効率的に受講

できるよう工夫している点などとした． 

 効率的な研修提供体制の構築や運営上の

課題の明確化の視点で，内容の類似性から

質的帰納的に分析した．特定行為研修や看

護教育・看護管理等の有識者を複数名，研

究協力者とし，インタビュー項目の妥当性

やデータの解釈について研究メンバーで検

討しながら進めた． 

 調査期間は，2020 年 8月～10月とし

た． 

（倫理的配慮） 

 調査への協力依頼説明書に，調査の趣

旨，調査への協力の自由意思の保障，調査

の回答は無記名であり，個人や施設・団体

等は特定されないこと，調査で知り得た情

報は本研究の目的以外に使用しないこと等

を明記し，研究同意を得られたもののみ対

象とした．なお，本研究は研究等倫理審査

委員会の承認を得た（承認番号：KR04-

200731）． 
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C. 研究結果 

１．分担研究 1：特定行為研修の効率的な

研修体制についての探索的研究；指定研修

機関の研修体制の実態調査 

回収数（回収率）は 66施設（回収率

34.5％）で，対象の施設種別の内訳は大学

院 1施設，大学 15施設，病院 41 施設，医

療関連団体 7施設，その他 2施設であっ

た．研修開始年度は，2015年度 3施設，

2016年度 7施設，2017年度 6施設，2018

年度 12施設，2019年度 19 施設，2020 年

度 19施設で，全年度 2～5割の指定研修機

関が調査に参加した． 

特定行為研修の実施状況においては，研

修修了までの受講期間は「6ヶ月以上 1年

未満」もしく「1年以上 1年半未満」であ

る指定研修期間が 8割以上であり，少なく

とも 6ヶ月以上は受講者を指導していた．

年間の受講者の募集回数は年 1回の施設が

7割を占める一方で，2割が複数回募集し

ており，受講者の受講スケジュールに合わ

せたバリエーションのある教育設計や研修

運営が求められていた． 

総受講者実数の平均は 12.7 名，2016 年

度 11.6 名，2017 年度 15.3名，2018年度

13.0名，2019年度 11.0名，2020年度

10.3名，総応募者実数の平均は 2015 年度

16.0名，2016年度 13.1名，2017年度

15.2名，2018年度 13.8名，2019年度

12.5名，2020年度 10.9名であった．各特

定行為区分の募集定員，応募数，修了者数

の年度推移（年総和・平均）から多くの科

目において，2019年度以降応募数が増加

していた．2020 年度で募集定員，応募数

が多い特定行為区分（募集定員/応募数）

は，「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関

連」（453名/371 名），「血糖コントロール

に係る薬剤投与関連」（204名/114 名），

「呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関

連」（195名/185 名），「動脈血液ガス分析

関連」（190名/175名），創傷管理関連

（180名/136 名），「呼吸器（長期呼吸療法

に係るもの）関連」（171名/117 名），「呼

吸器（気道確保に係るもの）関連」（166

名/145 名）であった．一方，募集定員，

応募数が少ない特定行為区分（募集定員/

応募数）は，「循環器関連」（51名/51

名），「心嚢ドレーン管理関連」（17名/39

名），「胸腔ドレーン管理関連」（74名/57

名），「腹腔ドレーン管理関連」（74名/58

名），「透析管理関連」（69名/40名），「皮

膚損傷に係る薬剤投与関連」（49名/48

名）であった． 

当該指定研修期間以外に所属する受講者

を受け入れている指定研修機関は 43施設

（65.2％）で，受け入れている受講者数

は，10人以下が 7割から 9割弱であっ

た．受け入れを許可している理由は，「地

域医療への貢献」が最も多く，「施設の理

念や使命」，「地域のニーズへの対応」，「修

了生の育成と輩出」，「受け入れない理由が

ない」，「同一法人や系列グループ」，「併設

医療機関がない」といった理由が記載され

ていた．一方，指定研修機関以外の受講者

を受け入れない理由としては，「自施設が

優先・対象」，「指導体制の構築中」といっ

た指定研修機関の準備状況が整っていない

ことが大きな理由であった．その他に，受

講者のレディネスが不明な点を懸念して

「実践レベルの把握困難」や「ルールの違

い」も挙げられていた．その他に，「感染

症対策」，「受講料」，「選抜成績」，「外部希

望者がいない」が挙げられた．協力施設が

ある指定研修機関は 31施設（47.0％）で

あった．  

協力施設の特徴は，「受講者の所属施

設」が最も多く，協力施設数の平均は

13.2施設，1指定研修機関に対し最大 104

施設，最小 1施設が協力施設であった．  

研修を中断した受講者がいる指定研修機関

は 20施設で，中断した理由に関する自由

記載（n=10）では，「健康上の理由」，「就

労との両立困難」といった成人の継続学習

上の課題が高頻度で理由として挙げられ

た．また，指定研修機関が設定している受

講期間よりも延長して修了することを認め

ている指定研修機関は 50施設（75.8％）

であった．受講期間を延長し修了すること

を認めている理由について自由記載

（n=50）を分析した結果，「受講者のライ

フイベントへの考慮」が最も多かった．ま

た，研修修了までの最短の受講期間よりも

延長して終了した受講者がいる指定研修機

関は 11施設で，11施設の平均は 10.3

名，最大値は 39名であった．受講者が実

際に受講期間を延長した理由として，「実
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習症例の不足」と「勤務や家事の都合」，

「平行学習の困難」，「指導時間調整」，「レ

ポート遅延」，「実習不合格」が多かった． 

指定研修機関の研修体制の実態において

は，専従のスタッフ（教育・調整担当）は

0.7 名，専任の研修指導者（正規）の平均

雇用者数は 3.6名，専任の研修指導者（定

期雇用）の平均雇用者数は 0.2名であっ

た．また，専従・専任の研修指導者（正

規）は，教育・指導だけでなく，メンタリ

ング，トラブル対応，特定行為研修に関連

した申請書類や報告書の作成まで多岐にわ

たる業務を担っていた．さらに，指導者だ

けでなく事務職員も人員不足な状況や事務

業務以外の教育内容にも従事していた． 

研修運営上の課題として複数の質問の回

答として「研修修了に必要な症例数の確保

の難しさ」が挙げられ，工夫として「指定

研修機関の指導者と打ち合わせや調整を実

施している」を 49施設，「協力施設の指導

者と打ち合わせや調整を実施している」を

24施設，「研修修了者に協力を依頼してい

る」を 27施設，「シミュレーション教育

（シミュレータ使用）を実施している」を

35 施設，「シミュレーション教育（紙面症

例使用）を実施している」を 36 施設，「外

部研修（例：業者や学会等の研修機関以外

の研修）を実施している」を 7施設，「受

講者の人数を制限している」を 34施設，

「協力施設を増やしている」を 16施設，

「他の指定研修機関と実習症例や研修を共

有している」を 5施設が実施していた． 

研修受講者確保のための工夫として，

「HPやポスターなどを利用している」を

47施設，「都道府県の看護協会に周知の協

力を依頼している」を 20施設，「関連病院

に周知の協力を依頼している」を 31施

設，「研修修了者に周知の協力を依頼して

いる」を 18 施設，「eラーニングを実施し

ている」を 52施設，「夜間・休日開講を実

施している」を 4施設，「集中講義を実施

している」を 13 施設，「受講しやすいよう

に奨学金制度や専門実践教育訓練給付金な

どの制度を紹介している」を 23 施設，「研

修に必要な機器（パソコンやシミュレータ

など）を貸し出している」を 33 施設，「研

修時に宿舎などを準備している」を 8施

設，「研修費用の助成をしている」を 36施

設，「研修日を勤務日扱いしている（研修

日を設けている）」を 37施設が実施してい

た．研修運営上確保した財源として，「看

護師の特定行為に係る研修機関導入促進支

援事業（厚生労働省）による支援を受け

た」が 51施設，「看護師の特定行為に係る

指定研修機関運営事業（厚生労働省）によ

る支援を受けた」が 35施設，「都道府県か

ら支援を受けた」が 20施設，「団体本部か

ら支援を受けた」が 4施設，「受講料を徴

収した」が 33施設であった．年間の収入

の平均は 632万円/年で，支出の平均は

815万円/年であった．収入の最大値は

5092万円，最小値は 0万円であった．支

出の最大値は 6314万円，最小値は 0万円

であった．収支のバランスを確認したとこ

ろ，平均 183万円の赤字で運営されている

ことが分かった．研修運営上の必要経費の

年間支出に対する割合で，最も大きな割合

を占めたのは「人件費（給与）」（37.5％）

であった． 

研修運営上，経費を効率よく運用する方

策として，「特定行為研修のために企業，

学会・研究会等が提供している無料の対面

でのセミナーを活用した」が 5施設，「特

定行為研修のために企業，学会・研究会等

が提供している有料の対面でのセミナーを

活用した」が 6施設，「特定行為研修のた

めに企業，学会・研究会等が提供している

無料のオンラインセミナーを活用した」が

7施設，「特定行為研修のために企業，学

会・研究会等が提供している有料のオンラ

インセミナーを活用した」が 18施設，「特

定行為研修に必要なシミュレータを関係施

設と共有して使用した」が 18施設，「特定

行為研修に必要な遠隔学習コンテンツを関

係施設と共有して使用した」が 12施設，

「その他」が 23施設であった． 

研修運営上の業務面での工夫として，実施

している内容のうち重点的に実施している

項目を 5つ選択した結果，「研修者の相談

対応にメールを用いた」が 46施設，「先行

している研修機関の情報収集をして取り入

れた」が 38施設，「学習管理システムを活

用した」が 25施設，「シミュレーションセ

ンターを活用した」が 18施設，「専任の事

務職員（正規）を任用した」が 15施設，

「専任の教員（正規）を任用した」が 14
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施設，「専任の事務職員（定期雇用）を任

用した」が 13施設，「ポートフォリオを活

用した」と「研修者の相談対応に電話／

FAX を用いた」が 12 施設，「研修者の相談

対応に学習管理システムを用いた」11施

設，「観察評価試験（OSCE）の外部評価者

を専従で確保した」が 9施設，「院内研修

を活用した」が 8施設，「外部研修を活用

した」と「研修者の相談対応にポートフォ

リオを用いた」が 5施設，「シミュレーシ

ョン教育の専門家を確保した」が 4施設，

「専任の教員（定期雇用）を任用した」と

「研修者の学習支援のためのメンターを専

従で確保した」が 3施設，「研修設計に関

する専門家を確保した」と「遠隔学習の専

門家を確保した」が 2施設，「その他」が

13施設であった．  

 

２．分担研究 2：特定行為研修の効率的な

研修体制についての探索的研究；特定行為

研修を組み込んでいる認定看護師教育機関

及び開講を検討・計画している教育機関の

研修体制の実態と効率的な養成に資する研

修提供体制の調査 

対象教育機関は，B課程 5教育機関，A

課程 5教育機関の合計 10教育機関で，施

設区分は，B課程では医療関係団体が 3教

育機関，大学が 2教育機関で，A課程では

医療関係団体が 2教育機関，大学が 3教育

機関であった．両課程では，医療関係団体

が 5教育機関，大学 5教育機関であった． 

1教育機関あたりのデータ分析に用いた

コード数は，B課程では 79.8±12.2コー

ド，A課程では 42.8±5.4 コードで，両課

程の平均では 61.3±20.8コードで，分析

には 10教育機関 596 コードを用い，サブ

カテゴリ 67，カテゴリ 12に統合された．

カテゴリは，「多職種チームの中で看護学

的根拠を基盤に最善のケアとして特定行為

を実現できる看護師の育成」「認定看護師

の実践・実績を継承しつつ，特定行為と同

時に修得できる魅力」「eラーニングを効

果的・効率的に運用できる体制」「制約の

ある中でも最大限，研修生の成長と専門性

を高める実習方法」「実習施設の確保や協

力を得るための工夫」「研修生の学習を促

進する教育方法の検討」「地域や組織の資

源を活かした教育内容や学習環境」「学習

方法や学習環境の効率化を踏まえ学習の順

序性を考慮したカリキュラム構成」「分野

の専門性を高める特定の教育内容の強化」

「運用・財務面での効率化の検討」「研修

修了後の学習や活動継続のための支援」な

どであった．また，カテゴリ・サブカテゴ

リの出現を施設別に見ると出現カテゴリに

大きな違いはなかった．しかし，サブカテ

ゴリでは，すでに教育を開始している B課

程において，実習や実習施設に関して，学

習対象の効率化，認定実習と特定実習での

課題・内容の区別化，指導者の質担保のた

めの調整，調整力のある認定看護師の活用

などが抽出された．また，教育方法につい

ては演習や eラーニングの学習時間等の確

保，研修生が主体的に学習する教材や機

会，特定認定看護師の役割や価値を認識で

きる教育などの特徴が見られた． 

 

D. 考察 

1．効率的な研修体制の在り方の構造と効率

的な研修体制における実施・運営の特徴 

 認定看護師教育機関の特定行為研修の研

修体制の実態は，「多職種チームの中で看

護学的根拠を基盤に最善のケアとして特定

行為を実現できる看護師の育成」と「認定

看護師の実践・実績を継承しつつ，特定行

為と同時に修得できる魅力」は，教育機関

にとっては，いわゆる成果となるものであ

り，その成果を得ようと研修体制の実施・

運営をしていた．この研修体制は，「運

用・財務面での効率化」とともに，「eラ

ーニング」，「実習」，「学習の促進」といっ

た要素が「カリキュラム構成」の中に含ま

れ，一方で研修後までも支援を継続するに

至っていた．さらに，「地域や組織の資源

活用」が駆使されることによって支えられ

ていると推察された．この「効率的な研修

体制の在り方」の構造をもとに，効率的な

研修体制における実施・運営の特徴を検討

すると，「多様な背景をもつ受講者の効率

的な学習の積み上げを考慮した学習支

援」，「効率的な eラーニングの効果的運

用」，「学習者のより効果的・効率的な学習

を可能とし，研修機関の強みを活かした実

習の工夫」，「研修機関や地域の強み・資源

の活用」「修了者の活動をフォローアップ

する継続的支援」が重要であると考える．  
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2．特定行為研修の実施状況 

 本研究の調査結果から，受講者の受講ス

ケジュールに合わせたバリエーションのあ

る教育設計や研修運営が求められているこ

とが分かった．つまり，一定ではないスケジ

ュールやカリキュラムに対応し教育を実施

する極めて高度な能力が研修指導者には求

められる．そのような中，各年度の募集定員

は年々増加している．特に，2019 年度以降

は募集定員に応募数が近似してきた．これ

は，特定行為研修の内容が看護職に周知さ

れたことにより受講希望の行動に至ったこ

とや，2020年 4月より認定看護師教育に特

定行為研修を組み込んだ新たな認定看護師

教育を開始したことによる受講者の増加が

要因であり，今後ますます受講者が増加す

ると推察できる．また，研修修了者を増やし

ていくために研修期間の延長を認めている

指定研修機関は多かった．延長する要因と

しては，看護師に女性が多いという背景に

加えて，受講者の多くが 30 代から 50 代で

あるという年齢的な側面も影響し，受講者

自身の育児・介護など受講者を取り巻く

様々なライフイベントが考えられる．受講

者の増加に伴い，このような側面も考慮し

た教育が求められることが推察され，指導

者・教員の質の向上は必須であると考える．  

当該指定研修機関以外の受講者の受け入

れに関しては，可否が二分した結果となっ

た．両者とも「指導体制の構築」に重点を置

き，受け入れの可否を決めていることから，

指導体制の安定化につながる支援が重要で

あるといえる．指導体制の充実に際しては，

多くの施設で特定行為研修の指導者を養成

する指導者講習会を開催している（厚生労

働省 2020）．指導者講習会は，2019年度の

厚生労働省委託事業にて，プログラムの改

訂の検討がなされており，特定行為研修の

教育ニーズに即した形で再設計が実施され

ている（厚生労働省 2019）．特定行為研修

に関わる看護師，医師の指導者講習会受講

を促進することにより，指導体制の更なる

充実につながり，結果的に，指定研修機関に

所属する受講者以外の受講を認める礎とな

ると考える． 

 

３．特定行為研修の指定研修機関の運営の

現状と課題 

1) 指導者の質の向上のための支援の充実 

 本研究の結果から専従・専任で関わって

いる研修指導者が少ないことが明らかにな

った．これは，指定研修機関の受講者の受け

入れ人数に幅がある点も考慮する必要があ

るが，共通科目 7科目，特定行為区分 21区

分を指導するとすれば，少ない配置である．

また，専任の研修指導者（正規）は，教育・

指導だけでなく，メンタリング，トラブル対

応，特定行為研修に関連した申請書類や報

告書の作成まで多岐にわたる業務を担って

いることが分かった．このような指定研修

機関の現状では，研修そのものを安全に遂

行することに注力せざるを得ず，受講者の

追加や協力施設での実習といった，研修の

発展につながる活動に移行できない状況が

考えられる．このことから，研修責任者や専

従・専任の指導者は，研修計画の現行の展開

として課題になりやすい症例数の把握やそ

の確保のための工夫を行いつつ，変更届な

どの申請手続きの理解，カリキュラムの組

み合わせ，パッケージと区分別科目の組み

合わせなどを熟知したうえで受講者の実習

調整ができなければならず，複雑で，かつ多

種多様な研修計画に対応できる研修運営が

できる人の確保，またはそのような指導者

の育成が必要である．しかし，研修内容や指

導者の質の向上といった研修実施後の評価

やフォローアップに対して指定研修機関単

独では余力がない状況がある．特に，病院な

どの教育機関に属さない指定研修機関では，

臨床業務を実施しながら教育の設計，指定

研修機関の運営を行っており極めて負荷が

大きく，十分な指導者の育成に至りにくい

ことが推察される．  

 また，指導者の質の向上に関しては，現

在，指導者講習会開催されているが，特定行

為研修指導者講習会は，特定行為研修の指

導者になる医師・歯科医師，看護師を養成す

る導入期の内容になっており，指導者にな

った後のフォローアップ的役割はなってい

ない．指定研修機関が急増し，指導者として

かかわる医師・歯科医師，看護師が増加する

中で，研修の質の担保の意味でも，指導者の

フォローアップが必要である． 

  

2) 協力施設の確保の促進 
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 今回の結果の中で，受講期間の延長の理

由として症例数が確保できないことが理由

に挙げられていた．同様に，研修を円滑に運

営するための工夫でも症例数の確保が課題

に挙げられた．症例数が確保できないこと

を理由に研修生の募集人数を制限するなど

の対処も実施されていた． 

また，半数以上で紙面症例もしくはシミ

ュレータを使用したシミュレーション症例

を活用せざるを得ない状況があった．特定

行為は医行為の一部であり，臨床判断とと

もに特定行為に伴う手技のトレーニングが

重要である．シミュレータでのトレーニン

グだけでは能力獲得を補完するには不十分

であるといえる．受講者数の増加に伴い指

定研修機関で十分な症例数が確保できない

事態も多くなる中で，大きな役割を果たす

のは協力施設である．協力施設を増やす対

応をしている指定研修機関は約 2 割程度に

とどまっているため，協力施設での実習が

実施しやすいような体制になる支援を検討

していくことは喫緊の課題となると考える．

協力施設を増やすには，協力施設内の指導

者だけでなく，看護部，医療安全を担う部署

などの理解が重要であり，協力施設になる

ことの利益や課題について具体的な説明が

必要である．しかし，協力施設と指定研修機

関の連携に関しては，運営上の課題ともな

っており，有効な連携体制の構築が適切に

行えていない可能性がある，また，受講者が

協力施設に所属していない看護職の場合，

従来実施してきた医療安全や情報管理など

の対応に加え，2020 年以降は COVID-19 に

関連した感染対策も同時に検討する必要が

ある．これらの点を含めて，協力施設での実

習が実施できるような環境調整を含めた指

導体制の構築を指定研修機関が円滑に行え

るような支援が急務であると考える． 

 

3)状況に合わせて選択的な活用ができる運

営費用に関する支援 

 本研究の結果では，指定研修機関の運営

経費について，平均して赤字で推移してい

ることが分かった．赤字であっても経営が

維持できているのは，指定研修機関にある

特定行為研修以の機器や物品の利用，人員

の兼務が背景にあると推察できる．また，本

研究において，研修運営上の必要経費とし

て「人件費（給与）」が最も多いが，専任の

研修指導者（正規）や専任の研修指導者（定

期雇用）は，非正規雇用者に比べて少ない雇

用状況があった．また，専任の事務職員がい

ない指定研修機関は 5 割近くもあり，指導

者だけでなく事務職員も人員不足な状況で，

さらに，業務内容が多岐にわたるだけでな

く，それぞれの専門外の範囲まで実施せざ

るを得ない状況があることも踏まえると，

特定行為研修に専任で関わる職員に対する

人件費への運営費用の運用をより一層増加

させるような，状況に合わせて活用を選択

できる補助金等の検討が必要である． 

 その他に，本研修の特徴として e-ラーニ

ングを活用している研修機関が多く，ICTを

うまく管理できるかは，研修生の受講体制

の大きなポイントとなり，ICTに関連する業

務は大なり小なり研修運営の鍵になってい

ると考えられる．本調査の結果では，研究に

関わる経費は，指定研修機関間の差はある

もの国の支援や都道府県，母団体等の支援

を受けていても平均として赤字経営であり，

多岐にわたる業務を整理できるだけの人員

補填ができるためには，eラーニングコンテ

ンツの利用権だけでなく，eラーニングの導

入，管理，教育，トラブル対応などに必要な

人件費に関しても運営費用が利用できるよ

うな補助金等の支援が必要であると考える． 

 

4）特定行為研修に関する変更，申請といっ

た事務処理において業務負荷の軽減 

 約半数の指定研修機関において専任の事

務職員がいない状況の中で，特定行為研修

に関わる事務処理に関する負荷は大きい．

多くの職種が事務処理に関わっている状況

や，「申請作業の煩雑さ」が業務負荷になっ

ていることがわかった．現在，紙媒体での申

請書類の提出・確認作業に関しては，e-GOV

ポータルなど，電子申請の利用も拡大して

おり，電子化し申請しやすい文書形式の推

進をすることも業務負荷の軽減につながり，

それにより指導者は教育業務に専念でき，

指導体制の構築に集中することが可能にな

ると考える． 

 

F. 結論 

 効率的な特定行為研修の修了者養成に資

する研修提供体制について，分担研究 1 と
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して「指定研修機関の研修体制の実態調査」

を，分担研究 2として，「特定行為研修を組

み込んでいる認定看護師教育機関及び開講

を検討・計画している教育機関の研修体制

の実態と効率的な養成に資する研修提供体

制の調査」を探索的に行い，その推進に向け

た示唆を得た． 

 効率的な研修体制における実施・運営の

特徴の検討から，効率的な特定行為研修の

修了者養成に資する研修提供体制として

「多様な背景をもつ受講者の効率的な学習

の積み上げを考慮した学習支援」，「効率的

な eラーニングの効果的運用」，「学習者の

より効果的・効率的な学習を可能とし，研

修機関の強みを活かした実習の工夫」，「研

修機関や地域の強み・資源の活用」「修了

者の活動をフォローアップする継続的支

援」が重要であった． 

特定行為研修の実施状況から，受講者の

受講スケジュールに合わせたバリエーショ

ンのある教育設計や研修運営が求められ，

また，受講者数の増加に伴う指導者育成や

協力施設の確保が急務であることが明らか

となった．効率的に研修修了者を輩出する

研修提供体制として，協力施設の指導者を

含めた指導者の質の向上のためのフォロー

アップが必要である． 

指定研修機関の運営経費については平均

して赤字で推移していた．指導者ならびに

事務職員も人員不足な状況であり，かつ，業

務内容が多岐にわたり，それぞれの専門外

の範囲まで実施せざるを得ない状況がある

ことを踏まえると，特定行為研修に専任で

関わる職員に対する人件費への運営費用の

運用をより一層増加させるような，状況に

合わせて活用を選択できる補助金等の検討

が必要である．さらに，専任の事務職員がい

ない状況の中で，特定行為研修に関わる事

務処理に関する負荷は大きい．今後，電子化

し申請しやすい文書形式の推進をすること

も業務負荷の軽減につながり，それにより

指導者は教育業務に専念でき，指導体制の

構築に集中することが可能になると期待さ

れる． 

 これらのことから、指定研修機関が効率

的に研修修了者を輩出する研修提供体制を

検討する項目として，「受講者の多様性に合

わせて，複雑で多種多様である研修計画に

対応できる研修運営や管理ができる指導者

の確保や質の向上」，「協力施設の確保促進」，

「運営費用の柔軟な運用や事務処理業務の

負担軽減に向けた支援」が挙げられ，「指導

者の質の向上」においては，「多様な背景を

もつ受講者の効率的な学習の積み上げを考

慮した学習支援」，「効率的な e ラーニング

の効果的運用」，「学習者のより効果的・効率

的な学習を可能とし，研修機関の強みを活

かした実習の工夫」，「研修機関や地域の強

み・資源の活用」，「修了者の活動をフォロー

アップする継続的支援」が修了者養成の効

率性に関する項目を検討する際の一資料と

なると考える． 

 

G．健康危機情報 

なし 

 

H．研究発表 

 なし 

 

I．知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 

 なし 

3. その他 

 なし 
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